
のぞみ保育園重要事項説明書 

 

 

１ 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 愛隣会 

代表者氏名 理事長 小田切 弘光 

法人の所在地 東京都目黒区大橋２－１９－１ 

法人の電話番号 ０３―３４６６－０２６４ 

定款の目的に定めた事業 第二種社会福祉事業 保育所の経営 

 

 

２ 事業の目的 

児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児の保育を実施すること。 

 

 

３ 事業者の運営方針 

私たち愛隣会はすべての人に心を尽くして支援します。 

 

 

４ 保育所の概要 

名称 のぞみ保育園 

所在地 東京都目黒区大橋２－１９－１ 

電話番号 ０３－３４６６－０２６９ 

事業認可年月日 昭和３０年１２月１日 

施設長氏名 北村 衛也 

入所定員(年齢別) ０歳児…９名、１歳児…１５名、２歳児…１５名、３歳児…

１４名、４・５歳児…２６名 計７９名  

ただし、待機児童がいる場合、解消のため定員枠を超え受

け入れる。 

一時預かり…４名 

職員数 ３２名 

保育事業の種類 乳幼児保育(生後５７日目～)、延長保育、一時預かり(生後

４ヶ月～) 

 

 

 



５ 施設の概要 

敷地 面積 ９９５㎡ 

建物 鉄骨造２階建て 延床面積７５０㎡ 

施設の内容 乳児室・ほふく室２室、保育室４室、遊戯室、調理室、調乳

室、保健室、乳幼児用トイレ３箇所 屋外遊戯２９７㎡ 

 

 

６ 職員体制 

職名 定数 職務 

園長 １人 園運営統括、関係機関連絡調整 

主任保育士 １人 保育士統括、他園・学校等連携 

保育士 １３人 保育業務、家庭連絡 

看護師 1人 健康管理 

栄養士 1人 給食管理 

調理員 ２人 調理業務 

非常勤保育士 ５人 保育業務 

非常勤用務員 １人  

パート保育士 ４人 保育補助 

パート調理員 ２人 調理補助 

パート事務員 １人  

嘱託医 １人 小児科医 

 

 

７ 利用の開始、終了に関する事項、及び利用料の支払い 

保育所保育利用契約書に従う。 

 

 

８ クラス別保育目標 

０才児クラス 

 一人ひとりの欲求が満たされ、安定した生活を送る 

・保育士との信頼関係を築く 

・清潔で安全な環境を整える 

・家庭と連携しながら生活リズムを整える 

・個人差に応じて食を進めていく 

 

 

 



１才児クラス 

 安心できる保育士との関わりの中で、自分でしようとする気持ちが芽生える 

・身の回りのいろいろな物への興味や関心を育てる 

・保育士の働きかけで、言葉のやりとりを楽しむ 

・様々な食事を意欲的に食べる 

 

２才児クラス 

 自分でしようとする気持ちを大切にしながら、基本的な生活習慣を身につけてい 

 く 

・したいこと、して欲しいことを言葉で表す 

・友だちと一緒に関わって遊ぶ楽しさを知る 

・みんなで食べる喜びを感じる 

 

３才児クラス 

 集団遊びや活動を通し、様々なルールがあることを知る 

・自分の気持ちを言葉で伝え、相手の話しも聞こうとする 

・必要な生活習慣を身につけ、自分でできることに喜びをもたせていく 

・食事の大切さを知る 

・戸外や簡単な運動用具を使い、身体を動かすことの楽しさを味わう 

 

４才児クラス 

 友だちとのつながりを広め、集団で遊んだり活動することを楽しむ 

・相手の話しを聞き、自分の考えを伝える 

・いいこと悪いことを考えて行動できるようにしていく 

・身近な社会や自然に親しみ、興味や関心を持つ  

・いろいろな運動用具の使い方を知り、意欲的に身体を動かす 

 

５才児クラス 

 健康、安全など生活に必要な生活習慣や態度が身につき、自分で考えて行動す   

  る 

・共通の目標に向かって、友だちと協力して最後までやりとげる  

・相手の気持ちを考えながら行動する 

・文字や数字に関心を持つ 

・身近な社会や自然に積極的にかかわり経験したことや感じた事を表現する 

 

 

 



 ９ 緊急時の対応について 

 （１）保育中に怪我をして治療が必要と判断した場合、あらかじめ保護 

者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託医や提携医又は保護者の希 

望する医療機関を受診します。 

（２）保育中に体調が悪化して保育が難しいと判断した場合、あらかじめ 

保護者が指定した緊急連絡先に連絡をし、お迎えを要請します。 

（３）保護者と連絡が取れず容態が急変した場合は、園の判断で救急要請

等しかるべき対処を行いますので、あらかじめご了承ください。 

 

１０ 虐待防止 

（１）「望ましい」と考えられるかかわりができているか振り返り、会議

で共有し、保育の質の向上を目指す。 

（２）「望ましくない」と考えられるかかわりが報告された場合には、会

議で検討するなどして改善を計る。 

（３）虐待等を疑われる「不適切な保育」があった場合は、早急に事実確

認をし、自治体に報告する。 


